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(57)【要約】
【課題】子機の交換設置時における親機と子機の設定登
録を容易に行える無線検針システムを提供する。
【解決手段】交換後、まだ無線親機１００の親機ＩＤを
登録していない無線子機２００は、無線親機１００から
無線通信により検針要求電文に含まれる計量器ＩＤと自
己の無線機に接続されている計量器３００の計量器ＩＤ
と一致した場合、その計量器３００から取得した検針値
および送信元としての自己の子機ＩＤを含む応答電文を
無線親機１００に無線送信する。無線親機１００は受信
した応答電文内の検針値および子機ＩＤを記憶、登録す
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　計量器の検針値を収集する検針センタと通信網を介して接続される無線親機と、該無線
親機と無線接続され、計量器が接続される無線子機を備える無線検針システムにおいて、
　前記無線子機は、
　自己に接続された前記計量器の計量器ＩＤを記憶する計量器ＩＤ記憶手段と、
　交換された後、最初の検針要求電文を前記無線親機から受信したときのみ、自己の無線
機ＩＤと前記検針要求電文内の送信先の無線機ＩＤとが異なっている場合、前記計量器Ｉ
Ｄ記憶手段に記憶される前記計量器ＩＤと前記検針要求電文内の検針対象の前記計量器Ｉ
Ｄとを比較する比較手段と、
　前記比較手段により前記計量器ＩＤと前記検針要求電文内の検針対象の計量器ＩＤが一
致すると判別された場合、前記検針要求電文の送信元である前記無線親機の親機ＩＤを通
信相手先とし、前記検針要求電文に対する検針結果電文を前記無線親機に無線送信する応
答手段と、
　を備えることを特徴とする無線検針システム。
【請求項２】
　前記無線子機は、
　起動スイッチと、
　該起動スイッチを入力した後、受信する最初の検針要求電文の送信元の無線親機の親機
ＩＤを送信先として記憶する無線親機ＩＤ記憶手段と、
　自己に接続された前記計量器からの計量器ＩＤを記憶する計量器ＩＤ記憶手段と、
　を更に備えることを特徴とする請求項１に記載の無線検針システム。
【請求項３】
　前記検針結果電文は、前記検針要求電文に対する検針結果としての前記計量器からの検
針値および計量器ＩＤを含む、ことを特徴とする請求項１に記載の無線検針システム。
【請求項４】
　計量器の検針値を収集する検針センタと通信網を介して接続される無線親機と、該無線
親機と無線接続され、計量器が接続される無線子機を備える無線検針システムにおいて、
　前記無線親機は、
　検針結果記憶手段と
　検針対象の無線子機に対して検針要求電文を送信する検針要求手段と、
　前記検針要求電文に対する検針結果電文を受信すると、該検針結果電文が送信相手の無
線機ＩＤ登録要求電文であれば、検針結果である検針値を前記検針結果記憶手段に記憶さ
せると共に、前記検針結果電文の送信元無線機の子機ＩＤを送信先無線機の子機ＩＤとし
て登録し直す再登録手段と、
　を備えることを特徴とする無線検針システム。
【請求項５】
　前記無線機ＩＤ登録要求電文は、検針値およびその検針値を取得した前記計量器を特定
する計量器ＩＤを含む、ことを特徴とする請求項４に記載の無線検針システム。
【請求項６】
　前記無線親機における、前記検針結果記憶手段は、検針要求対象の前記計量器を特定す
る計量器ＩＤと計量器が接続される無線子機の子機ＩＤ、および検針結果の検針値を組と
し記憶する構成とし、
　前記再登録手段は、前記検針結果電文の送信元無線機の子機ＩＤを送信先無線機の子機
ＩＤとして登録し直す場合、前記検針結果の計量器ＩＤと同じ計量器ＩＤに対応づけて記
憶する、
　ことを特徴とする請求項４または５に記載の無線検針システム。
【請求項７】
　計量器の検針値を収集する検針センタと通信網を介して接続される無線親機と、該無線
親機と無線接続され、計量器が接続される無線子機を備える無線検針システムにおいて、



(3) JP 2009-296065 A 2009.12.17

10

20

30

40

50

　前記無線子機は、
　自己に接続された前記計量器ＩＤ情報を記憶する計量器ＩＤ記憶手段と、
　交換された後、最初の検針要求電文を前記無線親機から受信したときのみ、前記検針要
求電文内の検針要求対象の計量器を特定する計量器ＩＤを比較する比較手段と、
　前記比較手段によって前記検針要求電文内の検針対象の計量器を特定する計量器ＩＤと
前記計量器ＩＤ記憶手段に記憶された計量器ＩＤが一致しないと判別した場合、前記計量
器ＩＤ記憶手段に記憶されている計量器ＩＤ情報に基づく検針結果電文を前記無線親機に
送信する応答手段と、
　を備えることを特徴とする無線検針システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線を用いたガス、水道、電気などの計量器の無線検針システムに関し、特
に、かかる無線検針システムに用いられる無線機での親機の通信相手である子機あるいは
計量器を交換した後の自動設定に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ガス、水道、電気などの計量器から、使用量などの検針値を定期的に収集する無
線検針システムが提供されている。
　かかる無線検針システムは、検針員が各家庭を巡回して検針作業を行うことなく、自動
検針を管理する検針センタと各家庭に設置されているメータなどの計量器とを電話回線な
どの通信網を用いて接続し、この通信網を介して定期的に計量器の検針を行うもので、各
計量器に設置される無線子機から無線網を介して無線親機に送信し、この無線親機から電
話回線を介して検針センタに送信し、検針センタで収集される。
【０００３】
　かかる無線検針システムにおいては、親機と子機、および計量器の設置時に、相互に無
線通信ができるようＩＤなどの識別情報を相互に交換し登録する初期登録作業を必要とす
る。
【０００４】
　この初期登録方法は、一定周期ごとに親機は未登録の子機に対して子機ＩＤの一部だけ
を含む登録要求電文を送信し、その子機ＩＤの一部と一致する子機ＩＤを有する子機は、
初期登録電文から親機ＩＤを登録する。そして、子機は、自己ＩＤを含む応答電文を親機
に送信し、親機は応答電文から子機ＩＤを登録することで親機と子機とが無線通信して情
報交換を行って初期登録が行われる（特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００６－３０３９４２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、この方法では、親機は、子機との初期登録のための情報交換前に、未登録の子
機の全ての子機ＩＤを予め設定しておくことが必要となるので、検針エラー発生頻度の問
題などから、後から無線子機を別の無線子機に代替する場合には、子機の設置場所に行っ
て新たな子機に交換設置後に設定器から設定された子機ＩＤを、子機とは離れた場所に設
置されている親機にいままでの子機ＩＤに代えて登録し直す作業が必要となる。
【０００６】
　また、一定周期の限られた時間で、子機の交換作業と特別な初期登録用電文を用いて初
期登録を行うので、その初期登録時間と検針時間とか衝突した場合、検針を行うことがで
きず、検針値を取得できない場合が生じるという問題がある。
【０００７】
　本発明は、上記のごとき問題点に鑑みてなされたもので、子機の交換設置時における親
機と子機の設定登録を容易に行える無線検針システムを提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の実施態様に係る無線検針システムは、
　計量器の検針値を収集する検針センタと通信網を介して接続される無線親機と、該無線
親機と無線接続され、計量器が接続される無線子機を備える無線検針システムにおいて、
　前記無線子機は、
　自己に接続された前記計量器の計量器ＩＤを記憶する計量器ＩＤ記憶手段と、
　交換された後、最初の検針要求電文を前記無線親機から受信したときのみ、自己の無線
機ＩＤと前記検針要求電文内の送信先の無線機ＩＤとが異なっている場合、前記計量器Ｉ
Ｄ記憶手段に記憶される前記計量器ＩＤと前記検針要求電文内の検針対象の前記計量器Ｉ
Ｄとを比較する比較手段と、
　前記比較手段により前記計量器ＩＤと前記検針要求電文内の検針対象の計量器ＩＤが一
致すると判別された場合、前記検針要求電文の送信元である前記無線親機の親機ＩＤを通
信相手先とし、前記検針要求電文に対する検針結果電文を前記無線親機に無線送信する応
答手段と、
　を備えることを特徴とする。
【０００９】
　また前記無線子機は、
　起動スイッチと、
　該起動スイッチを入力した後、受信する最初の検針要求電文の送信元の無線親機の親機
ＩＤを送信先として記憶する無線親機ＩＤ記憶手段と、
　自己に接続された前記計量器からの計量器ＩＤを記憶する計量器ＩＤ記憶手段と、
　を更に備える、ことが望ましい。
【００１０】
　上記無線検針システムにおいて、
　前記検針結果電文は、前記検針要求電文に対する検針結果としての前記計量器からの検
針値および計量器ＩＤを含む、ことが望ましい。
【００１１】
　本発明の別の実施態様に係る無線検針システムは、
　計量器の検針値を収集する検針センタと通信網を介して接続される無線親機と、該無線
親機と無線接続され、計量器が接続される無線子機を備える無線検針システムにおいて、
　前記無線親機は、
　検針結果記憶手段と
　検針対象の無線子機に対して検針要求電文を送信する検針要求手段と、
　前記検針要求電文に対する検針結果電文を受信すると、該検針結果電文が送信相手の無
線機ＩＤ登録要求電文であれば、検針結果である検針値を前記検針結果記憶手段に記憶さ
せると共に、前記検針結果電文の送信元無線機の子機ＩＤを送信先無線機の子機ＩＤとし
て登録し直す再登録手段と、
　を備えることを特徴とする。
【００１２】
　上記無線検針システムにおいて、
　前記無線機ＩＤ登録要求電文は、検針値およびその検針値を取得した前記計量器を特定
する計量器ＩＤを含む、ことが望ましい。
【００１３】
　また前記無線親機における、前記検針結果記憶手段は、検針要求対象の前記計量器を特
定する計量器ＩＤと計量器が接続される無線子機の子機ＩＤ、および検針結果の検針値を
組とし記憶する構成とし、
　前記登録手段は、前記検針結果電文の送信元無線機の子機ＩＤを送信先無線機の子機Ｉ
Ｄとして登録し直す場合、前記検針結果の計量器ＩＤと同じ計量器ＩＤに対応づけて記憶
する、
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　ことが望ましい。
【００１４】
　本発明の更に別の実施態様に係る無線検針システムは、
　計量器の検針値を収集する検針センタと通信網を介して接続される無線親機と、該無線
親機と無線接続され、計量器が接続される無線子機を備える無線検針システムにおいて、
　前記無線子機は、
　自己に接続された前記計量器ＩＤ情報を記憶する計量器ＩＤ記憶手段と、
　交換された後、最初の検針要求電文を前記無線親機から受信したときのみ、前記検針要
求電文内の検針要求対象の計量器を特定する計量器ＩＤを比較する比較手段と、
　前記比較手段によって前記検針要求電文内の検針対象の計量器を特定する計量器ＩＤと
前記計量器ＩＤ記憶手段に記憶された計量器ＩＤが一致しないと判別した場合、前記計量
器ＩＤ記憶手段に記憶されている計量器ＩＤ情報に基づく検針結果電文を前記無線親機に
送信する応答手段と、
　を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、交換された無線子機に親機ＩＤが登録されていなくとも、その無線子
機を起動後に通信相手の無線親機から検針要求された際、相互に通信相手の無線機ＩＤ登
録を行うことができ、併せて検針値の収集を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態に係る無線検針システムを説明する。図１は、
本実施形態にかかる無線検針システム１の構成を示すブロック図である。本実施形態にか
かる無線検針システム１は、無線を用いて遠隔地から計量器３００の検針データを収集す
るためのシステムであり、公衆回線１０、無線通信網２０、無線親機１００、検針センタ
１５０、無線子機２００、などから構成される。
【００１７】
　公衆回線１０は、電話回線や専用回線などであり、検針センタ１５０と複数の無線親機
１００（図では煩雑さ避けるため一つのみ図示）が接続されている。各無線親機１００に
は、無線通信網２０を介して家屋内あるいは近傍にガス、水道、電気などの使用量を計測
する計量器３００と共に設置された複数の無線子機２００が接続されており、各無線子機
２００は計量器３００と通信することで検針値の収集が実現される。
【００１８】
　このような無線検針システム１の各構成の詳細を以下説明する。まず、本実施形態にか
かる無線親機１００について説明する。図２は無線親機１００の構成を示すブロック図で
ある。
【００１９】
　図示するように、無線親機１００は、制御部１１０、回線制御部１２０、無線送受信部
１３０、記憶部１４０、などから構成される。
　制御部１１０は、例えば、ＣＰＵ（Central Processing Unit：中央演算処理装置）や
ワークエリアとなるＲＡＭ（Random Access Memory）などから構成され、所定の動作プロ
グラムを実行することで無線親機１００の各部を制御する。すなわち、無線親機１００の
各構成は制御部１１０によって制御されるとともに、各構成間の情報伝達などは制御部１
１０を介して行われる。
【００２０】
　回線制御部１２０は、例えば、モデムなどの無線親機１００による回線接続動作を行う
ための装置であり、検針センタ１５０と接続される。
　無線送受信部１３０は、例えば、４００ＭＨｚ帯小電力無線方式などの通信方式を用い
た通信装置などで構成され、当該通信方式に対応したアンテナ１３１による無線送受信を
行うことで、近傍の無線子機２００と無線通信を行う。
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【００２１】
　記憶部１４０は、例えば、フラッシュメモリなどの記憶装置から構成され、制御部１１
０が実行する動作プログラムを格納する他、本発明を実現するために必要な種々のデータ
を格納する。本実施形態では、図２に示すように、自己無線機ＩＤ記憶部１４１、検針管
理テーブル記憶部１４２などの記憶領域が構成される。
【００２２】
　自己無線機ＩＤ記憶部１４１は、自己の無線機を特定する識別符号を記憶する。この識
別符号は取り外し可能な外部装置の設定器（図示せず）より設置時に作業者によって入力
される。
【００２３】
　検針管理テーブル記憶部１４２は、検針対象の計量器３００などの検針状況を管理する
ための検針管理テーブルが記憶される。この検針管理テーブルに記録される情報の例を図
３に示す。
【００２４】
　図示するように、検針管理テーブルには、検針対象の計量器３００を示す計量器ＩＤ毎
にレコ－ドが構成されており、検針対象の計量器３００に接続される無線子機２００の子
機ＩＤおよびその無線子機２００から収集する検針値データが対応づけて記録される。
【００２５】
　次に無線子機２００の構成を、図４を参照して説明する。上述したように、無線子機２
００は、無線通信網２０を介して無線親機１００からの検針要求を受け、計量器３００か
らの検針値データを無線親機１００に送信するための装置である。
【００２６】
　このような無線子機２００は、図４に示すように、制御部２１０、無線送受信部２２０
、計量器Ｉ／Ｆ部２３０、起動スイッチ２４０、表示部２５０、記憶部２６０、などから
構成される。
【００２７】
　制御部２１０は、例えば、ＣＰＵ（Central Processing Unit：中央演算処理装置）や
ワークエリアとなるＲＡＭ（Random Access Memory）などから構成され、所定の動作プロ
グラムを実行することで無線子機２００の各部を制御する。すなわち、子機２００の各構
成は制御部２１０によって制御されるとともに、各構成間の情報伝達などは制御部２１０
を介して行われる。
【００２８】
　無線送受信部２２０は、無線親機１００における無線送受信部１３０と同様に、例えば
、４００ＭＨｚ帯小電力無線方式などの通信方式を用いた通信装置などで構成され、当該
通信方式に対応したアンテナ２２１による無線送受信を行うことで、近傍の無線親機１０
０と無線通信を行う。
【００２９】
　計量器Ｉ／Ｆ部２３０は、外部機器との接続を行うもので、計量器３００との接続回路
である。
　起動スイッチ２４０は、作業者によって操作される無線機の起動スイッチで無線機設置
時にスイッチをオンにすることにより無線機は起動する。
【００３０】
　表示部２５０は、例えば、液晶表示装置とＬＥＤ（Light Emitting Diode）から構成さ
れ、ケーブルなどで取り外し可能に接続される外部機器（図示せず）により作業者により
入力される子機ＩＤなどを表示する他に、親機１００あるいは計量器３００との間の通信
エラーなどを外部に報知する。
【００３１】
　記憶部２６０は、例えば、フラッシュメモリなどの記憶装置から構成され、制御部２１
０が実行する動作プログラムを格納する他、本発明を実現するために必要な種々のデータ
を格納する。本実施形態では、図４に示すように、自己無線機ＩＤ記憶部２６１、無線親
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機ＩＤ記憶部２６２、計量器ＩＤ記憶部２６３、検針値記憶部２６４、などの記憶領域か
ら構成される。
【００３２】
　自己無線機ＩＤ記憶部２６１は、無線親機１００と無線通信網２０を介して相互通信す
る際に用いる自己無線機２００を特定する子機ＩＤを記憶する。この子機ＩＤは無線子機
２００と取り外し可能なケーブルで接続される外部機器である設定器（図示せず）から作
業者により入力される。
【００３３】
　無線親機ＩＤ記憶部２６２は、無線通信相手の無線親機を特定する親機ＩＤを記憶する
。本実施形態では、かかる親機ＩＤは無線親機１００からの検針要求電文に含まれる送信
元情報から取得して記憶されるものとする。
【００３４】
　計量器ＩＤ記憶部２６３は、自己の無線子機２００に接続される計量器３００を特定す
る計量器ＩＤを記憶する。本実施形態では、かかる計量器ＩＤは設置作業時に起動スイッ
チ２４０がオン操作されると、計量器３００から取得して記憶されるものとする。
【００３５】
　検針値記憶部２６４は、自己無線子機２００に接続される計量器３００が計量した計測
値を検針値データとして記憶する。
　次に無線子機２００の交換時における通信相手の自動登録時の処理について説明する。
本実施形態では、無線子機２００交換時における自動登録処理前に、無線親機１００には
自己無線機ＩＤおよび通信相手の無線子機２００の無線子機ＩＤが自己無線機ＩＤ記憶部
１４１および検針管理テーブル記憶部１４２に記憶、登録され、一方、無線子機２００に
は自己無線機ＩＤが記憶、登録されているものとする。つまり、無線親機１００には交換
された新規な無線子機２００の子機ＩＤは登録されていず、また交換された新規な無線子
機２００には無線親機１００の親機ＩＤおよび計量器３００の計量器ＩＤが登録されてい
ないものとする。
【００３６】
　図５は、交換作業後、無線子機２００に接続し直された計量器３００から計量器ＩＤを
自動取得して登録する計量器ＩＤ登録処理おける無線子機２００と計量器３００間で授受
する各種情報の流れを示すシーケンスチャートである。
【００３７】
　図５を説明すると、まず、無線子機２００の交換設置後に、無線子機２００の起動スイ
ッチ２４０がオン入力されると、無線子機２００は自己に接続している計量器３００との
通信を開始する。無線子機２００は計量器３００に起動電文を送信する（シーケンスＳ１
）。これを受けた計量器３００は送信元としての計量器ＩＤおよび検針値データを含む応
答電文を返す（シーケンスＳ２）。応答電文を受けると無線子機２００は計量器３００に
終了電文を送信し（シーケンスＳ３）、計量器３００との通信を終了する。そして、無線
子機２００は、終了電文の送信後に応答電文に含まれる送信元の計量器３００の計量器Ｉ
Ｄを取得して記憶、登録する。
【００３８】
　次に、図６について説明する。同図は無線機ＩＤ登録処理において、無線子機２００が
交換作業後に、検針センタ１５０、無線親機１００、無線子機２００、計量器３００の間
で授受される各種情報の流れを示すシーケンスチャートである。
【００３９】
　図６を説明すると、交換されて設置された新たな無線子機２００は、図５に示すように
自己に接続される計量器３００の計量器ＩＤを登録すると、無線親機１００からの検針要
求電文を受信するまで待ち受け状態に入る。ここで、無線親機１００が検針センタ１５０
からの検針指令電文を受信し（シーケンスＳ４）、無線子機２００に検針要求電文を送信
する（シーケンスＳ５）。
【００４０】
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　待ち受け状態において計量器ＩＤと一致する検針要求電文を受け取った無線子機２００
は検針要求電文から親機ＩＤを取得して無線親機ＩＤ記憶部２６２に記録保存すると共に
、自己に接続している計量器３００との通信を開始し、計量器３００に起動電文を送る（
シーケンスＳ６）。これを受けた計量器３００から検針値データを含む応答電文が返され
る（シーケンスＳ７）。応答電文を受けた無線子機２００は無線親機１００に検針値デー
タに基づく検針結果電文を送る（シーケンスＳ８）。
【００４１】
　無線親機１００は検針結果電文から子機ＩＤおよび検針値データを抽出して検針管理テ
ーブル記憶部１４２に記憶保存する。そして、無線子機２００からこの子機ＩＤおよび検
針値データを自己の親機ＩＤに基づいた検針結果電文を検針センタ１５０に送信する（シ
ーケンスＳ９）。無線親機１００はこの検針結果電文に対する検針センタ１５０からの応
答を待つ。
【００４２】
　検針センタ１５０は検針結果電文から子機ＩＤおよび検針値データを記録保存すると共
に、通信を終了する終了電文を無線親機１００に送信し（シーケンスＳ１０）、無線親機
１００との通信を終了する。交換発生後、一度この通信が成功したら、以降はこの動作は
行わない。つまり交換発生のたびに一度成功するまで有効な動作である。
【００４３】
　無線親機１００では、記憶保存されている子機ＩＤが登録され、通信を終了する終了電
文を無線子機２００に送信し（シーケンスＳ１１）、無線子機２００との通信を終了する
。そして、無線子機２００では、記憶保存されている親機ＩＤが登録されると、計量器３
００との通信を終了するための終了電文を計量器３００に送信する（シーケンスＳ１２）
。
【００４４】
　次に図７を説明する。図７は無線親機１００と無線子機２００の間でやり取りされる電
文の構成の一例を示すものである。
　図７（ａ）の電文構成は無線親機１００から無線子機２００に対する検針要求電文の構
成を示す。検針要求電文は、通信制御部およびデータ部から構成されており、データ部の
検針要求コードには、検針要求を行う通信の場合は通常コード、例えば“００”が入り、
初期登録のための通信を行う場合はＩＤ登録要求コード、例えば“０１”が入る。この種
別内のコードを認識することにより、無線子機２００は、受信電文が検針要求電文である
か、又はＩＤ登録を要求する電文であるかを判別することができる。
【００４５】
　図７（ｂ）の電文構成は無線子機２００から無線親機１００に対する検針結果電文の構
成を示す。検針結果電文は、検針要求電文と同様に通信制御部およびデータ部から構成さ
れており、また通信制御部は送信元である子機ＩＤと送信先の親機ＩＤからなり、またデ
ータ部は検針応答コード、計量器ＩＤおよび検針結果データから構成される。
【００４６】
　検針結果電文の検針応答コードには検針要求に対する検針結果を知らせる通信の場合は
通常コード、例えば“１０”が入り、再登録のための通信を行う場合はＩＤ登録要求コー
ド、例えば“１１”が入る。この検針応答コードを認識することにより、無線親機１００
は、受信電文が検針結果の通知であるか、又は無線機ＩＤ登録を要求する電文であるかを
判別することができる。
【００４７】
　次に図８について説明する。同図は無線子機２００における無線機ＩＤ登録処理を示す
フローチャートである。この処理は交換された無線子機２００に計量器３００の接続がな
され、その無線子機２００で電源投入後された後、起動スイッチ２４０が操作されたこと
を契機に開始されるものとする。
【００４８】
　処理が開始されると、起動スイッチ２４０からの入力信号が制御部２１０に入力される
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。制御部２１０は、自己が接続されている計量器３００との通信を開始させるための計量
器Ｉ／Ｆ部２３０を起動して、計量器３００に起動電文を送る（ステップＳ１０１）。そ
して起動電文に対する計量器３００から応答電文の受信を待つ（ステップＳ１０２：Ｎｏ
、ステップＳ１０３：Ｎｏ）。
【００４９】
　計量器３００から応答電文を受信する（ステップＳ１０２：Ｙｅｓ）と、制御部２１０
は計量器３００に終了電文を送信し（ステップＳ１０４）、計量器３００との通信を終了
する。
【００５０】
　次に、制御部２１０は受信した応答電文から計量器ＩＤを取得して、これを計量器ＩＤ
記憶部２６３に記憶、登録する（ステップＳ１０５）。そして無線親機１００からの検針
要求電文の受信を待つ（ステップＳ１０７）。無線親機１００からの検針要求電文の受信
がなければ終了し、有ればステップＳ２００に進む。
【００５１】
　一方、計量器３００に起動電文を送信してから応答電文を一定時間に受信しない場合（
ステップＳ１０２：Ｎｏ、ステップＳ１０３：Ｙｅｓ）、表示部２５０の通信エラー用Ｌ
ＥＤ（図示せず）を所定時間点灯し、計量器３００との通信エラーを外部に報知する（ス
テップＳ１０６）。
【００５２】
　無線親機１００から検針要求電文を受信する（ステップＳ１０７：Ｙｅｓ）と、後述す
る検針要求に応答する検針応答処理に進む（ステップＳ２００）。無線親機１００から検
針要求電文の受信動作は、制御部２１０が無線送受信部２２０を周期的に動作させる間欠
待ち受け受信方式、所謂キャリアセンスを行うことにより実現する。
【００５３】
　そして、上述したステップＳ２００、ステップＳ１０６の処理が終わると、この無線機
ＩＤ登録処理を終了する。
　次に、図９について説明する。図９は上述した無線機ＩＤ登録処理におけるステップＳ
２００における検針応答処理を示すフローチャートである。この検針応答処理は、無線機
ＩＤ登録処理のステップＳ１０７で無線親機から検針要求電文を受信したことを契機に開
始されるものとする。なお、無線親機１００から無線子機２００に送信される検針要求電
文の構成は、図７（ａ）の構成を取る。
【００５４】
　処理が開始されると、無線送受信部２２０が受信した電文が制御部２１０に入力される
。この場合、制御部２１０は、受信した電文が通常の検針要求電文であるか、あるいはＩ
Ｄ登録要求電文であるか否かを判別する（ステップＳ２０１）。この判別処理は検針要求
電文に含まれる検針要求コードによって行われる。検針要求コードが“００”であれば通
常検針要求であり、“０１”であれば無線機ＩＤ再登録要求と判別される。
【００５５】
　受信した検針要求電文に含まれる検針要求コードが“００”である場合（ステップＳ２
０１：Ｙｅｓ）、制御部２１０は、自己の無線機あての検針要求電文であるか否かを判別
するために検針要求電文に含まれる子機ＩＤと一致するか否かを判別する（ステップＳ２
０２）。
【００５６】
　受信した検針要求電文に含まれる子機ＩＤと自己無線器ＩＤ記憶部２６１に記憶、登録
されている自己無線器ＩＤが一致した場合（ステップＳ２０２：Ｙｅｓ）、制御部２１０
は、受信した検針要求電文に含まれる計量器ＩＤと計量器ＩＤ記憶部２６３に記録、登録
されている計量器ＩＤとが一致するか否かを判別する（ステップＳ２０３）。
【００５７】
　受信した検針要求電文に含まれる計量器ＩＤが計量器ＩＤ記憶部２６３に記録、登録さ
れている計量器ＩＤと一致した場合（ステップＳ２０３：Ｙｅｓ）、自己の無線機を送信
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先とした検針要求電文であると判別し、制御部２１０は、計量器Ｉ／Ｆ部２３０を起動し
て、計量器３００の計測を開始させ、その計測値を検針値データとして取得する（ステッ
プＳ２０４）。
【００５８】
　検針値データを取得すると、制御部２１０は、データ部に取得した検針結果データ、お
よび通常の検針結果通知とする検針応答コード“１０”が入る検針結果電文を作成して、
無線親機１００に送信する（ステップＳ２０５）。なお、送信される検針応答電文の構成
は、図７（ｂ）の構成を取る。
【００５９】
　一方、上述したステップＳ２０２における判別処理において、受信した検針要求電文に
含まれる子機ＩＤと自己無線機ＩＤ記憶部２６１の子機ＩＤが一致しない場合（ステップ
Ｓ２０２：Ｎｏ）で受信した検針要求電文に含まれる計量器ＩＤが計量器ＩＤ記憶部２６
３に記録、登録されている計量器ＩＤが一致した場合（ステップＳ２０６：Ｙｅｓ）には
、受信した検針要求電文の送信元を示す親機ＩＤを取得して内部バッファ（図示せず）に
一時的に保存する（ステップＳ２０７）。
【００６０】
　親機ＩＤを内部バッファに保存した後、制御部２１０は、計量器Ｉ／Ｆ部２３０を制御
して、計量器３００に計測値を計量させ、その計測値を検針値として取得する（ステップ
Ｓ２０８）。
【００６１】
　検針値を取得すると、制御部２１０は、データ部に取得した検針結果データ、および無
線機ＩＤ再登録要求を行う検針応答コード“１１”が入り、通信制御部に送信元（子機）
ＩＤとして自己無線機ＩＤ記憶部２６１の子機ＩＤが入る検針結果電文を作成して、無線
親機１００に送信する（ステップＳ２０９）。なお、送信される検針応答電文の構成は、
図７（ｂ）の構成を取る。
【００６２】
　ここで、上述したステップＳ２０３の処理の説明に戻る。受信した検針要求電文に含ま
れる子機ＩＤが一致していても（ステップＳ２０２：Ｙｅｓ）、検針要求電文に含まれる
計量器ＩＤが計量器ＩＤ記憶部２６３に登録された計量器ＩＤと一致しない場合（ステッ
プＳ２０３：Ｎｏ）、制御部２１０は自己の無線機に接続されている計量器３００が交換
されたと判別し、計量器ＩＤ記憶部２６３に登録された計量器ＩＤに基づいた検針結果電
文を作成して無線親機１００に送信する（ステップＳ２１０）。なお、送信される検針応
答電文は、図７（ｂ）の構成を取り、検針値データには何も格納されていない。
【００６３】
　そして、上述したステップＳ２０５、ステップＳ２０９、ステップＳ２１０におけるそ
れぞれの処理が終わると、制御部２１０は送信先の無線親機１００から通信終了を知らせ
る終了電文を待つ（ステップＳ２１１）。無線送受信部２２０が終了電文を受信すると（
ステップＳ２１１：Ｙｅｓ）、制御部２１０は無線親機１００との通信を終了すると共に
、計量器３００に終了電文を送信する（ステップＳ２１２）。そして、制御部２１０は、
親機ＩＤを内部メモリから読み出して、親機ＩＤ記憶部２６２に記録、登録する（ステッ
プＳ２１３）。
【００６４】
　そして、無線親機１００から終了電文を一定時間に受信しない場合（ステップＳ２１１
：Ｎｏ、ステップＳ２１４：Ｙｅｓ）、この検針応答処理は終了し、元の処理に戻る。
　また、上述したステップＳ２０１の判別処理の説明に戻る。受信した検針要求電文（図
７（ａ）構成参照）に含まれる検針要求コードが“００”コードでない場合（ステップＳ
２０１：Ｎｏ）、すなわち、検針要求コードがＩＤ再登録要求コード“０１”の場合、後
述する親機ＩＤ登録処理３００に進む。
【００６５】
　図１０は、親機ＩＤ登録処理を示すフローチャートである。
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　処理が開始されると、制御部２１０は同電文に含まれる送信先としての子機ＩＤと自己
無線機ＩＤ記憶部２６１に登録された子機ＩＤが一致するか否かを判別する（ステップＳ
３０１）。判別結果、双方の子機ＩＤが一致する場合（ステップＳ３０１：Ｙｅｓ）、同
電文に含まれる送信元の親機ＩＤを内部メモリに一時的に保存する（ステップＳ３０２）
。
【００６６】
　一方、判別結果が双方の子機ＩＤが一致しないとされた場合（ステップＳ３０１：Ｎｏ
）、自機に接続される計量器３００が交換され、新たな計量器３００が接続されているの
で、自己無線機ＩＤ記憶部２６１に登録された子機ＩＤを送信元（子機）ＩＤとして入れ
た検針結果電文（図７（ｂ）構成参照）を無線親機１００に送信する（ステップＳ３０３
）。
【００６７】
　上述したステップＳ３０２、ステップＳ３０３の処理が終了すると、元の処理に戻る。
　以上までの処理が無線子機２００における無線機ＩＤ登録処理である。
　次に、図１１を説明する。図１１は無線親機１００における無線子機ＩＤ再登録処理を
示すフローチャートである。なお、この無線子機ＩＤ再登録処理は、検針センタ１５０か
らの検針指令電文が受信されたことを契機に開始されるものとする。
【００６８】
　処理が開始されると、制御部１１０は、検針要求電文を作成する（ステップＳ４０１）
。この検針要求電文の構成は図７（ａ）の構成を取り、送信先（子機）ＩＤ、計量器ＩＤ
に検針管理テーブル１４２に登録されているレコードからの子機ＩＤ、計量部ＩＤが入る
。この検針要求電文は無線子機２００から検針結果電文を受信するごとに、最後のレコー
ドまでレコ－ドを構成する子機ＩＤ、計量部ＩＤに基づく検針要求電文が順次作成される
もので、検針要求コードは通常の検針要求を行う“００”が入るものとする。
【００６９】
　検針要求電文が作成されると、制御部１１０は作成した検針要求電文を無線送受信部１
３０から無線子機２００に向けて送信する（ステップＳ４０２）。
　そして、その無線子機２００から検針結果電文の受信待ち状態になる（ステップＳ４０
３：Ｎｏ，ステップＳ４０４：Ｎｏ）。受信待ち状態において電文を受信すると、制御部
１１０は受信電文に検針結果応答コードが設定されているかを調べて検針結果電文である
こと確認する（ステップＳ４０３：Ｙｅｓ）。
【００７０】
　一方、検針要求電文を送信してから検針結果電文を一定時間に受信できない場合（ステ
ップＳ４０３：Ｎｏ、ステップＳ４０４：Ｙｅｓ）、この無線子機ＩＤ再登録処理を終了
する。
【００７１】
　検針結果電文を受信すると、制御部１１０は電文中の検針結果応答コードが無線機ＩＤ
再登録を要求する“１１”であるかを判別する（ステップＳ４０５）。
　電文中の検針結果応答コードが無線機ＩＤ再登録を要求する“１１”であれば（ステッ
プＳ４０５：Ｙｅｓ）、同電文中の計量器ＩＤに該当する子機ＩＤを検針管理テーブル記
憶部１４２に格納する検針管理テーブルから検索する（ステップＳ４０６）。
【００７２】
　該当する子機ＩＤが検索されると（ステップＳ４０６：Ｙｅｓ）、制御部１１０は検索
した計量器ＩＤを置き換えるためにその計量器ＩＤと共に送信元（子機）ＩＤを制御部１
１０の内部メモリに一時的に保存する（ステップＳ４０７）。
【００７３】
　該当する子機ＩＤが検索されない場合（ステップＳ４０６：Ｎｏ）、計量器３００が交
換されて計量器ＩＤが異なる計量器３００が接続されているとして、受信した検針結果電
文に含まれる計量器ＩＤを登録するために内部メモリに一時的に保存する（ステップＳ４
０８）。
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【００７４】
　一方、上述したステップＳ４０５の判別処理において、受信した検針結果電文に含まれ
る検針結果応答コードが“１１”でない場合（ステップＳ４０５：Ｎｏ）、つまり通常の
検針結果電文を示す検針結果応答コード“１０”であれば、ステップＳ４０６からステッ
プＳ４０８までの各処理をスキップして、ステップＳ４０９の処理に進む。
【００７５】
　上述したステップＳ４０７，ステップＳ４０８の処理が終わると、制御部１１０は受信
した検針結果電文に含まれる計量器ＩＤと同じ計量器ＩＤを有する検針管理テーブル１４
２内のレコードに検針値データを保存する（ステップＳ４０９）。
【００７６】
　検針管理テーブル１４２に検針値デ－タを記憶し終わると、制御部１１０は保存した検
針結果を検針センタ１５０に送信する。
　検針結果を検針センタ１５０に送信後、検針管理センタ１５０からの終了電文の受信待
ち状態になる（ステップＳ４１１：Ｎｏ、ステップＳ４１２：Ｎｏ）。検針管理センタ１
５０から一定時間内に終了電文を受信すると（ステップＳ４１１：Ｙｅｓ）、無線子機２
００に終了電文を送信し（ステップＳ４１３）、また内部メモリに保存した計量器ＩＤと
共に保存した子機ＩＤを検針管理テーブル１４２の計量器ＩＤに対応させて記憶、登録す
る（ステップＳ４１４）。また、検針結果を送信した後、検針センタ１５０から一定時間
経過しても終了電文を受信できない場合（ステップＳ４１１：Ｎｏ、ステップＳ４１２：
Ｙｅｓ）、無線子機ＩＤ再登録処理を終了する。
【００７７】
　以上の処理が無線親機１００における無線子機ＩＤ再登録処理である。
　上述した実施形態によれば、交換された無線子機２００に無線親機ＩＤが登録されてい
なくとも、その無線子機２００を起動後に通信相手の無線親機１００からの検針要求され
た際、相互に通信相手の無線機ＩＤ登録処理と、検針収集を同時に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】本発明の実施形態にかかる無線検針システムの構成を示すブロック図である。
【図２】図１に示す無線親機の構成を示す図である。
【図３】図２に示す検針管理テーブル記憶部に格納される検針管理テーブルの構成例を示
す図である。
【図４】図１に示す無線子機の構成を示す図である。
【図５】図１に示す無線子機が起動後、無線子機と計量器との間で授受される情報の流れ
を示すシーケンス図である。
【図６】図１に示す検針センタが検針要求を行った後、無線親機、無線子機および計量器
の間で授受される情報の流れを示すシーケンス図である。
【図７】（ａ）　無線親機から無線子機に対して送信される電文構成例を示す図である。
【００７９】
　（ｂ）　無線子機から無線親機に対して送信される電文構成例を示す図である。
【図８】本発明の実施形態にかかる無線子機における無線機ＩＤ登録処理を説明するため
のフローチャートである。
【図９】図８に示す無線子機での無線機ＩＤ登録処理で実行される検針応答処理を説明す
るフローチャートである。
【図１０】図９に示す無線子機での検針応答処理で実行される親機ＩＤ登録処理を説明す
るためのフローチャートである。
【図１１】本発明での実施形態にかかる無線親機における無線子機ＩＤ再登録処理を説明
するためのフローチャートである。
【符号の説明】
【００８０】
　１　無線検針システム
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　１０　公衆回線
　２０　無線通信網
　１００　無線親機
　１１０　制御部
　１２０　回線制御部
　１３０　無線送受信部
　１３１　アンテナ
　１４０　記憶部
　１４１　自己無線機ＩＤ記憶部
　１４２　検針管理テーブル記憶部
　１５０　検針センタ
　２００　無線子機
　２１０　制御部
　２２０　無線送受信部
　２２１　アンテナ
　２３０　計量器Ｉ／Ｆ部
　２４０　起動スイッチ
　２５０　表示部
　３００　計量器

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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